
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
提
出

質

問

第

一

六

号

外
務
省
作
成
冊
子
『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土―

二
〇
〇
四
年
版―

』
に
お
け
る
重
要
事
項
の
削
除
に
関
す
る
質
問

主
意
書
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外
務
省
作
成
冊
子
『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土―

二
〇
〇
四
年
版―

』
に
お
け
る
重
要
事
項
の
削
除
に
関
す
る
質
問

主
意
書

一

外
務
省
は
冊
子
『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
を
い
つ
か
ら
発
行
し
て
い
る
か
。

二

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
の
年
別
の
発
行
部
数
と
経
費
は
い
く
ら
か
。

三

日
本
政
府
は
、
東
西
冷
戦
時
代
に
北
方
領
土
問
題
に
関
し
て
「
四
島
即
時
一
括
返
還
」
を
基
本
方
針
に
し
て
い
た
が
、
こ

の
方
針
は
現
在
も
堅
持
さ
れ
て
い
る
か
。

四

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
時
の
日
本
政
府
の
公
式
方
針
を
反
映
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。

五

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
に
冷
戦
後
の
日
本
政
府
の
北
方
領
土
交
渉
の
方
針
を
端
的
に
示
す
重
要
事
項
で
あ
る
「
交
渉
に

あ
た
り
、
我
が
国
は
、
ロ
シ
ア
側
が
九
一
年
後
半
以
降
示
し
て
き
た
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
、
北
方
四
島
に
居
住
す

る
ロ
シ
ア
国
民
の
人
権
、
利
益
及
び
希
望
は
返
還
後
も
十
分
に
尊
重
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
四
島
へ
の
日
本
の
主
権
が
確

認
さ
れ
れ
ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
態
様
及
び
条
件
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、

柔
軟
か
つ
理
性
的
な
対
応
を
取
り
ま
し
た
」
と
の
記
述
は
何
年
版
か
ら
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。

六

五
の
記
述
は
、
そ
の
後
、
ど
の
版
に
記
載
さ
れ
て
い
た
か
。

一



七

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土―

二
〇
〇
四
年
版―

』
に
五
の
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

八

七
の
削
除
は
決
裁
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
か
。

九

当
該
決
裁
書
の
原
本
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

十

当
該
決
裁
書
の
主
管
課
は
ど
こ
か
。

十
一

当
該
決
裁
を
行
っ
た
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

十
二

当
該
決
裁
書
に
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
は
決
裁
を
し
て
い
る
か
。

十
三

十
二
に
決
裁
を
し
て
い
る
場
合
、
ロ
シ
ア
課
長
の
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

十
四

一
九
九
二
年
九
月
に
完
成
し
た
「
日
露
間
領
土
問
題
の
歴
史
に
関
す
る
共
同
作
成
資
料
集
」
は
北
方
領
土
交
渉
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
文
書
か
。

十
五

「
日
露
間
領
土
問
題
の
歴
史
に
関
す
る
共
同
作
成
資
料
集
」
を
外
務
省
は
ロ
シ
ア
と
の
間
で
の
重
要
な
合
意
文
書
と
考

え
て
い
る
か
。

十
六

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土
』
に
「
九
二
年
九
月
に
は
日
露
両
国
外
務
省
の
協
力
に
よ
り
、
『
日
露
間
領
土
問
題
の
歴
史
に

関
す
る
共
同
作
成
資
料
集
』
が
完
成
し
ま
し
た
。
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
客
観
的
な
事
実
を
集
め
た
こ
の
資
料
集
は
、
作

二



成
過
程
に
お
け
る
日
露
双
方
の
緊
密
な
協
力
と
と
も
に
、
過
去
十
回
に
わ
た
る
平
和
条
約
作
業
グ
ル
ー
プ
が
も
た
ら
し
た
大

き
な
成
果
と
し
て
意
義
の
あ
る
も
の
で
す
」
と
の
記
述
は
何
年
版
か
ら
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
。

十
七

十
六
の
記
述
は
、
そ
の
後
、
ど
の
版
に
記
載
さ
れ
て
い
た
か
。

十
八

『
わ
れ
ら
の
北
方
領
土―

二
〇
〇
四
年
版―

』
に
十
六
の
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

十
九

十
八
の
削
除
は
決
裁
を
と
っ
て
行
わ
れ
た
か
。

二
十

当
該
決
裁
書
の
原
本
は
外
務
省
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
。

二
十
一

当
該
決
裁
書
の
主
管
課
は
ど
こ
か
。

二
十
二

当
該
決
裁
を
行
っ
た
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

二
十
三

当
該
決
裁
書
に
欧
州
局
ロ
シ
ア
課
長
は
決
裁
を
し
て
い
る
か
。

二
十
四

二
十
三
に
決
裁
を
し
て
い
る
場
合
、
ロ
シ
ア
課
長
の
氏
名
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

右
質
問
す
る
。

三


